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北海道森林管理局

 自　令和５年４月　１日

　　　      計画期間 

 至　令和１０年３月３１日
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（上川北部森林計画区）

（案）

第六次国有林野施業実施計画
第一次変更計画書



：令和５年３月　　日

：令和６年３月　　日

北海道森林管理局

 自　令和５年４月　１日

　　　      計画期間 

 至　令和１０年３月３１日

策 定 年 月 日

第 一 次 変 更 年 月 日

（上川北部森林計画区）

第六次国有林野施業実施計画
第一次変更計画書



　１　水源涵養タイプにおけるより柔軟な施業を可能とするため、人為に加えて天然力も活用した施業の拡充及

　　び複層林造成における上木の伐採時期の見直しにより関連通知を一部改正したことに伴い、関係する項目を

　　変更する。

　２　国有林野の管理経営に関する基本計画の改定に伴い、特に効率的な施業を推進する森林に関する事項の追

　　加及び項目の整理を行った。

第一次変更計画書

２

（２）水源涵養タイプにおける施業群別面積等 ・・・・・・・・・・・・・

（３）水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積 ・・・・・・・・・・・・・

３　特に効率的な施業を推進する森林の所在地及び面積 ・・・・・・・・・・・・・

４～１０ ・・・・・・・・・・・・・

別表　特に効率的な施業を推進する森林 ・・・・・・・・・・・・・

注 ：

３ 各表の数値の計は四捨五入のため、必ずしも一致しない。

　及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（１） １

１ (　)書きは、上川北部森林計画区の第六次国有林野施業実施計画書の頁である。

２ 本文については、変更等を行う項目に係る部分を掲載しており、下線部が変更等の箇所である。

（５） ４

（新設） ５

（新設）

（２） ３

３

 【変更項目及び頁】

施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法

上川北部森林計画区の第六次国有林野施業実施計画の変更について

 【変更理由】

　次の理由から国有林野管理経営規程（平成１１年農林水産省訓令第２号）第１４条第２項に基づき変更する。

　本変更計画は、令和６年４月１日から適用する。



【現行計画】

２　施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法
  及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

　（２）水源涵養タイプにおける施業群別面積等
（単位：ｈａ）

細　分 樹　種

トドマツ      65年

アカエゾマツ

・エゾマツ

カラマツ

・グイマツ

その他針葉樹      60年

トドマツ     100年

アカエゾマツ

・エゾマツ

カラマツ

・グイマツ

その他針葉樹      90年

伐採始期 60年

伐採終期 100年

アカエゾマツ 伐採始期 70年

・エゾマツ 伐採終期 120年

カラマツ 伐採始期 40年

・グイマツ 伐採終期 80年

伐採始期 50年

伐採終期 90年

注１） 回帰年について、上表を目安とするが、択伐の実行にあっては、原蓄積と伐採後の回復の状態を
　　試算するものとする。

注２） 林地面積の集計である。

注３） 計は四捨五入の為、必ずしも一致しない。（以下の表についても同じ）

長 伐 期 -

　人為を積極的に加えることにより、伐期の長
期化を図り、単層状態の森林を造成・維持す
る。

施　業　群 面　積 取　扱　い　の　内　容
伐期齢又は回帰年

通 常 伐 期 1,279

　人為を積極的に加えることにより、単層状態
の森林を造成・維持する。

     80年

     50年

【施業方法：育成単層林へ導くための施業】

混交林施業

必要により人為を加えることに
より、広葉樹等の導入・育成を図
り、針広混交林を造成・維持す
る。

    120年

     80年

【施業方法：育成単層林へ導くための施業】

　人為を積極的に加えることによ
り、複数の樹冠層を有する森林を
造成し、将来にわたり非皆伐状態
を維持する。

　【施業方法：育成複層林へ
　　　　　　　導くための施業】

その他針葉樹

30年

　【施業方法：育成複層林へ
　　　　　　　導くための施業】

天然林・その他 64,956

育成天然林
施業

必要により人為を加えることに
より、多様な樹種による複数の樹
冠層を有する森林を造成・維持す
る。

　【施業方法：育成複層林へ
　　　　　　　導くための施業】

天然生林
施業

　天然力を活用することにより、
森林を造成・維持する。

合　計 86,630

トドマツ

その他
　他の施業群の取扱いになじまな
いもの。取扱い内容は個別に定め
る。

　個別に定める。

　【施業方法：天然生林へ
　　　　　　　導くための施業】

複 層 林 20,395

複層林施業
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【変更計画】

２　施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法

  及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

　（２）水源涵養タイプにおける施業群別面積等

（単位：ｈａ）

施業群の細分

トドマツ       65年

エゾマツ       80年

カラマツ       50年

その他針葉樹       60年

トドマツ      100年

エゾマツ      120年

カラマツ       80年

その他針葉樹       90年

針葉樹  60年／130年

カンバ類  30年／95年

その他広葉樹  80年／145年

合　計 86,630

注１） エゾマツには、アカエゾマツを含み、カラマツには、グイマツ、グイマツF1を含み、カンバ類にはシラカンバ、

注２） 施業方法　単：育成単層林へ導くための施業、複：育成複層林へ導くための施業、天：天然生林へ導くための施業。

注３） 上表における上木伐採の始期は、二段林、多段林造成時である。造成後の上木の伐期齢は、標準伐期齢に10年を加え

注４） 回帰年について、上表を目安とするが、択伐の実行にあっては、原蓄積と伐採後の回復の状態を試算するものとする。

注５） 林地面積の集計である。

注６） 計は四捨五入の為、必ずしも一致しない。（以下の表についても同じ）

　　 ダケカンバ、ウダイカンバ、ドロノキ、ハンノキを含む。

上木伐採の
始期／終期

複

天

　個別に定める。

複層伐型
育成天然林

施業

　一斉林において、天然力を
活用しつつ、積極的に人為を
加えることにより、複数の樹
冠層を有する森林を造成・維
持する。

天然林
　・その他

64,956

択伐型
育成天然林

施業

　天然力を活用しつつ、必要
により人為を加えることによ
り、森林を造成・維持する。

天然生林施業
　天然力を活用することによ
り、森林を造成・維持する。

30年回帰年

施業群 面積 取　扱　い　の　内　容

エゾマツ  60年／160年
上木伐採の
始期／終期

トドマツ

その他針葉樹  40年／110年

 50年／130年

通常伐期 1,279
　人為を積極的に加えることにより、単層状態
の森林を造成・維持する。

長伐期 -
　人為を積極的に加えることにより、伐期の長
期化を図り、単層状態の森林を造成・維持す
る。

　積極的に人為を加えること
により、複数の樹冠層を有す
る森林を造成し、将来にわた
り非皆伐状態を維持する。

　天然力を活用しつつ、積極
的に人為を加えることによ
り、複数の樹冠層を有する森
林を造成し、将来にわたり非
皆伐状態を維持する。

伐期齢又は回帰年

単 伐期齢

単 伐期齢

施業
方法

複

　　た林齢とする。

カラマツ  35年／85年

複

複

複
　伐期齢は標準伐期齢に10年を加えた林齢と
し、繰返し期間は30年とする。

複層林 20,395

その他
　他の施業群の取扱いになじ
まないもの。取扱い内容は個
別に定める。

混交林施業

天然力を活用しつつ、必要
により人為を加えることによ
り、広葉樹等の導入・育成を
図り、針広混交林を造成・維
持する。

人工造林型
複層林施業

天然更新型
複層林施業
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【現行計画】

（３）水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積

（単位：ha）

通常伐期 長伐期 複層林
天然林・
その他

98 - 3,424 10,826

【変更計画】

（３）水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積

（単位：ha）

通常伐期 長伐期 複層林
天然林・
その他

98 - 3,506 10,826

３　特に効率的な施業を推進する森林の所在地及び面積

別表のとおり

施業群

上限伐採面積

施業群

上限伐採面積
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【現行計画】

３　林道の整備に関する事項
　　（略）

４　治山に関する事項
　　（略）

５　保護林及び緑の回廊の名称及び区域
　　（略）

６　樹木採取区の名称、所在地及び面積
　　（略）

７　レクリエーションの森の名称及び区域
　　（略）

８　公益的機能維持増進協定の名称及び区域
　　（略）

９　その他必要な事項
　　（１）・（２）　（略）
　　（３）森林共同施業団地

対象地 面積

（林小班） （ｈａ）

【変更計画】

４　林道の整備に関する事項
　　（略）

５　治山に関する事項
　　（略）

６　保護林及び緑の回廊の名称及び区域
　　（略）

７　樹木採取区の名称、所在地及び面積
　　（略）

８　レクリエーションの森の名称及び区域
　　（略）

９　国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び
　保全等に関する事項
　　（１）森林共同施業団地の名称及び区域

対象地 面積
（林小班） （ｈａ）

　　（２）公益的機能維持増進協定の名称及び区域
（略）

１０　その他必要な事項
　　（１）・（２）　（略）
　　（３）　（削除）

備考

（略）

名称
連携した施業

の内容
備考

（略）

名称
連携した施業

の内容
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【現行計画】
　　（新規）

【変更計画】

特に効率的な施業を推進する森林

上川北部森林管理署計 1,413箇所 面積 7,348.82ha
森林計画区合計 1,413箇所 面積 7,348.82ha

注）面積は林地面積の集計である。

所在地（林小班）
上川北部森林管理署
1にお, 2へりわかそ, 3ほわか, 4ちりぬたれつ, 5ら, 6はに, 7いはそらむお, 8ほ, 9にほへちり, 10れおや, 12とちぬ, 13とちり

ぬる, 14るたれお, 16ほ, 18はにへちるお, 22いはにほ, 23ろはへとち, 24いほとち, 25いちわお, 26いにへちりる, 27ろはにほ,

28いはにりぬるわつお, 29ろはほへとよた, 30はかたお, 31ろへとちりぬる, 32はにほわかよな, 34ろはにほへりぬる, 35はにへと

ちりぬる, 36はにほへとちりわかよれ, 37ろはにほと, 38いろはにちり, 41ろへとちわお, 42いへりたつお, 43わお, 44ち, 45い,

46いろにへとちりぬるお, 47ろはにほ, 49いはにわかよたむ, 50る, 51にへり, 52りるわれそつお, 53ほへとりるかつお, 54とぬ,

57へぬ, 58にほかねむう, 59ちり, 60ほち, 61は, 62と, 63い, 64いろ, 65ろほへちりぬるわお, 66いちるわたむうのおくや, 68い

にほへ, 69いろりぬる, 70ろはにわならのお, 71いほへわ, 72ろはにへわかな, 73へ, 78いろはにほへとりぬるつね, 79よお, 81は

ほへ, 84はに, 88にほとちそ, 89ろにとりかれ, 90いろはとちお, 91いにへとと01, 93い01, 94にほりわの, 99りかた, 100たれ,

104はほちよお, 105はへちりぬよれそお, 106ぬ, 108ちりぬるわかよお, 109ほりぬるたれつねお, 112ろ, 208ろほへ, 209いほる,

210いにとぬよたれそつお, 211にる, 212わかよおま, 213にほと, 214いはにとぬたれお, 215ろぬ, 216いろにほ, 217いはへちりか

よれそつねな, 218りぬ, 219り, 220いろはにほ, 222いはへとちたれ, 223はにへや, 224とりぬれそつ, 227はにへ, 228と, 231い

ろほちるわ, 233ぬわかう, 235はほるわから, 236いにほへとたれ, 237かよたれ, 238むうのくま, 240いちぬよそならむ, 241いち

そ, 245い, 246はにへとちるうお, 252ぬるわかよ, 253いはわ, 258へとちつ, 259ろはほへりぬる, 261いろにほへとりぬるよたお,

262ぬ, 269いほ, 270いろはにほちりぬるお, 283いろ, 284にちりぬ, 287にと, 288い, 296ろ, 298いちぬ, 302ろぬ, 303にれそ,

305にり, 306い, 307ち, 310いは, 311ろへ, 1004ほ, 1005ろにりぬるかそねなえ, 1006へ, 1009ち, 1010ほと, 1011はにか, 1012

いぬるかお, 1013ろれ, 1014いに, 1015ちわかそ, 1016い, 1017りらさ, 1019はとぬ, 1021いはへわよねお, 1022れ, 1023ほへちり

ぬわか, 1024ぬるわかれお, 1025にとぬるよれそおけ, 1026ほわかたつふこてあめみしひ, 1065は, 1067はに, 1070りわお, 1077

は, 1089ろ, 1091ろはちりぬた, 1097いろはにほ, 1098ろ, 1099いろはほち, 1101はにほ, 1102はにほへとちりわよ, 1104ちりぬ,

1105ろ, 1106いろはにとりたつ, 1107はにほ, 1111いろ, 1112いにほへとちぬるわかれならむうおけふこえてあさきゆすん, 1113ろ

にほへとちぬわれ, 1114にへぬわれそつ, 1115いろ, 1117いれそ, 1118い, 1119いにほへへ01ちるお, 1120はにちりぬそねな, 1121

いろはへへ01とちりぬよたれそ, 1122ろ, 1125かたね, 1130は, 1135はほへ, 1137ろ, 1138はにへちりぬるわよまけふゆ, 1139はに

ほ, 1141ほわかお, 1142いつ, 1143ほへとち, 2006る, 2007ほ, 2009ちな, 2019いはに, 2020りる, 2022ろはほちりわお, 2025に,

2026ほへち, 2027とりぬわかたれお, 2029は, 2034ちり, 2035た, 2038い, 2040にほ, 2044は, 2046いろ, 2047わ, 2050ち, 2051に

よた, 2052にほへとわお, 2054へと, 2055へと, 2056た, 2061ちり, 2062ほるわならのお, 2065ろ, 2069いは, 2070い, 2071いにか

お, 2072ぬ, 2073は, 2075ほ, 2076い, 2082にほへ, 2095にりるかれ, 2102る, 2106ろはへちりれそや, 2110ろは, 2111お, 2115と

ち, 2118いろほ, 2125な, 2151はにほへとり, 2152いはにほへとちりぬ, 2172ろ, 2178い, 2184ろ, 2301い, 2307い, 2308へちり,

2313へ, 2314にふ, 2317ぬ, 2318い, 2319ほ, 2323くけふ, 2325ろはへとわらのや, 2326ろはりぬた, 2327いろは, 2328ろはとちわ

お, 2330ろは, 2331ろろ02はとるわよなけせ, 2333ちわかよたれ, 2334にへとちぬるそなむ, 2335はほとりるわかそねならお, 2336

とかそつね, 2337にほへとりぬかよた, 2338はにへりぬわお, 2339はにほへとちりぬるわかよたれそのお, 2340ほへとちりるわか,

2341ろはにほへとちりぬれそ, 2342に, 2343いろろ01はとちりわまけふこえ, 2344ろろ01わ, 2345ろぬわおさきしも, 2346いは,

2347り, 2351ろ, 2352いろはほへそ, 2353いにほ, 2354いはにほへとちりぬわかよたれそつらむのくやまけふこえてあさきゆ, 2355

ろはにほへとちりぬるれそつねなうおく, 2356いろはへとかよなむ, 2357に, 2358ね, 2360いろはにほへりぬるわお, 2362わ, 2363

ちりぬるよたれそつお, 2365りかそ, 2366はにほとぬるか, 2367はに, 2368と, 2369はほへり, 2370ろはにほ, 2371へとちれそつら

うめみしひも, 2372いへちえき, 2374いろはへわかれそつねならむうけふ, 2375ろはは01にに01ほへとと01る01わ01か01よ01た01れ

れ01そねらむのお01く, 2376はとちるかおふこえてゆ, 2377いはにならむうのくや, 2378ぬるわかならむうお, 2379へ, 2380か01よ

01たそつねむうのやまけふえてきゆ, 2381とりぬるわかよれむお, 2382ほへち, 2383りぬそお, 2385ふえゆ, 2386にほへ, 2389いは

にほへ, 2390いろへとちりるかそつおきゆ, 2393ほちりからまふて, 2394にほ01ちねうのくけふこさ, 2395にほち, 2397ろとり,

2399いとちりぬるのおまけふこえめみしひも, 2402にほへとちるわかよたそつねならうのおや

別表
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